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  2 0 2 5 年 7 月 3 日 

各  位 

株式会社三井住友銀行 

 

三井住友銀行（中国）有限公司における銀行外貨展業管理弁法（試行）に則した 

外貨送金手続き簡素化サービス開始について 

 

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）の中国現地法人である  

三井住友銀行（中国）有限公司（社長：横畑 大、以下「SMBCCN」）は、中国国家外貨管理局（以下

「SAFE」）に、邦銀で初めて「外貨展業」（※）実施の申請が受理され、お客さまの外貨送金の    

お申込み時に必要なお手続き内容を、従来以上に簡素化したサービス（以下、「本サービス」）の

提供を開始しましたので、お知らせいたします。 

 

■外貨送金お手続き簡素化サービスについて 

本サービスは、お客さまの外貨送金のお申込み時に、SMBCCN による審査手続きを従来以上に  

簡素化するものです。これにより、対象となるお客さまにつきましては、提出が必要な書類の一部

を省略いただけることで、お手続き期間が短縮され、お客さまの資金効率の向上等が期待されます。 

従来、外貨送金のお申込み時には貿易取引の真実性を証明する各種資料を多数ご準備いただく 

必要がありました。本サービスでは、送金依頼書のみのご提出でお申込みが可能となり、   

SMBCCNでのお手続き時間が数分で完了することとなります。 

 

■お申込みについて 

本サービスのお申込みや、ご質問につきましては、SMBCCN の以下対象拠点窓口へお問い合わせ 

ください。お申込み後、サービスの提供に先立って、審査等が必要となります。 

 

■サービス対象拠点 

2025 年 7 月 3 日より、SMBCCN 上海本店、広州支店、天津支店、北京支店、大連支店で       

本サービスの提供を開始いたします。その後順次、対象拠点を拡大していく予定です。 
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三井住友銀行と SMBCCN は、これからもお客さまにより利便性の高いサービスを提供して    

まいります。 

 

（※）「外貨展業」とは、2023年 12 月 29 日に SAFE が公布した「銀行外貨展業管理弁法（試行）」

において、銀行がお客さまへ外貨業務に関するサービスを提供する際に、法律に基づく審査を実施

した上で、その審査結果に応じた当該サービスを提供すると同時に、当該サービスにおけるリスク

モニタリングを行うことを指しています。上述の外貨業務に関するサービスは、銀行がお客さまに

対し提供する外貨口座開設、外貨送金、為替決済等を指します。銀行は、「外貨展業」を実施するに

あたって、当該サービスを提供するに先立って、コンプライアンス管理や、内部管理体制の構築等

の条件を満たす必要があります。 
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